
 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度は、権利や財産を守る身近なしくみです！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八代市第２地域包括支援センター 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kyoujukai.jp   

〒866-0824 八代市上日置町 2345 

番地 TEL:30-8071  FAX:30-8072 

E-mail : asahien-h@ray.ocn.ne.jp 
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令和３年 秋号 

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です！ 

やまびこだより 

成年後見制度ってなに？？ 

 

認知症や知的障がい、もしくは精神障がいなどの

理由で、判断能力が不十分な方を保護し、支援す

る制度です。 

申立ては誰ができるの？？ 

お金はかかるの？？ 

 

どのようなことを頼めるの？？ 

 

①介護保険施設・障害者施設等の入所契約 

②預貯金の払出や解約などの財産管理 

③不動産売却や遺産などの財産処分 

④高齢者をねらう悪質商法への対策  などがあります。 

頼めないことはあるの？？ 

 

①食事の世話や実際の介護 

②入院や施設入所時の身元保証人 

③遺言・結婚・離婚・養子縁組などの本人の身分に関わる行為 

④手術に関する同意  などはできません。 

八代市では、令和 3 年 4 月より、八代市役所長寿支援課内に成年後見支援センターを立ち上げました。

この他八代市役所市民相談室で成年後見制度相談日として、毎月第３金曜日 10 時～12 時に司法書士に

よる相談日も開催されています。担当圏域の地域包括支援センターでも相談対応していますので、お気軽に

お問合せください。 

4親等以内の親族または、八代市長が、家庭裁判所に 

申立てを行います。 

申立てをするまでの費用は、約 2 万円で、場合によって

は数万円の精神鑑定の費用が発生することがあります。 

後見人等への報酬の目安は月額約 2 万円です。 

八代市消費生活センターによせられた相談事例！！ 
☆緑内障で読めなくなった新聞の解約（80 代男性）☆ 

緑内障で視野が狭くなり新聞が読めなくなりました。販売店に解約を申し出たら、契約が 2 年残ってい

ると言われました。数日後、新聞店が老眼鏡を持って来ましたが、老眼鏡で矯正はできません。 
 

☆消費生活センターの助言☆ 

消費生活センターより販売店に電話で、「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読が困難になる

病気になった場合は、解約に応じることとなっていると交渉しました。その結果、今月末までで配達を中

止して解約するとの回答を得ました。        ※2021 年 5 月 八代市消費生活センター 消費者情報より引用 


